
廃

棄

物

の

処

理

及

び

清

掃

に

関

す

る

法

律

施

行

令

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

案

参

照

条

文

一

廃

棄

物

の

処

理

及

び

清

掃

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

四

十

五

年

法

律

第

百

三

十

七

号

）

（

抄

）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

１

二

廃

棄

物

の

処

理

及

び

清

掃

に

関

す

る

法

律

施

行

令

（

昭

和

四

十

六

年

政

令

第

三

百

号

）

（

抄

）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

４
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廃

棄

物

の

処

理

及

び

清

掃

に

関

す

る

法

律

施

行

令

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

案

参

照

条

文

◎

廃

棄

物

の

処

理

及

び

清

掃

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

四

十

五

年

法

律

第

百

三

十

七

号

）

（

抄

）

（

定

義

）

第

二

条

こ

の

法

律

に

お

い

て

「

廃

棄

物

」

と

は

、

ご

み

、

粗

大

ご

み

、

燃

え

殻

、

汚

泥

、

ふ

ん

尿

、

廃

油

、

廃

酸

、

廃

ア

ル

カ

リ

、

動

物

の

死

体

そ

の

他

の

汚

物

又

は

不

要

物

で

あ

つ

て

、

固

形

状

又

は

液

状

の

も

の

（

放

射

性

物

質

及

び

こ

れ

に

よ

つ

て

汚

染

さ

れ

た

物

を

除

く

。

）

を

い

う

。

２

・

３

（

略

）

４

こ

の

法

律

に

お

い

て

「

産

業

廃

棄

物

」

と

は

、

次

に

掲

げ

る

廃

棄

物

を

い

う

。

一

事

業

活

動

に

伴

つ

て

生

じ

た

廃

棄

物

の

う

ち

、

燃

え

殻

、

汚

泥

、

廃

油

、

廃

酸

、

廃

ア

ル

カ

リ

、

廃

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク

類

そ

の

他

政

令

で

定

め

る

廃

棄

物

二

（

略

）

５

・

６

（

略

）

（

一

般

廃

棄

物

処

理

業

）

第

七

条

一

般

廃

棄

物

の

収

集

又

は

運

搬

を

業

と

し

て

行

お

う

と

す

る

者

は

、

当

該

業

を

行

お

う

と

す

る

区

域

（

運

搬

の

み

を

業

と

し

て

行

う

場

合

に

あ

つ

て

は

、

一

般

廃

棄

物

の

積

卸

し

を

行

う

区

域

に

限

る

。

）

を

管

轄

す

る

市

町

村

長

の

許

可

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

事

業

者

（

自

ら

そ

の

一

般

廃

棄

物

を

運

搬

す

る

場

合

に

限

る

。

）

、

専

ら

再

生

利

用

の

目

的

と

な

る

一

般

廃

棄

物

の

み

の

収

集

又

は

運

搬

を

業

と

し

て

行

う

者

そ

の

他

環

境

省

令

で

定

め

る

者

に

つ

い

て

は

、

こ

の
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限

り

で

な

い

。

２

～

５

（

略

）

６

一

般

廃

棄

物

の

処

分

を

業

と

し

て

行

お

う

と

す

る

者

は

、

当

該

業

を

行

お

う

と

す

る

区

域

を

管

轄

す

る

市

町

村

長

の

許

可

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

事

業

者

（

自

ら

そ

の

一

般

廃

棄

物

を

処

分

す

る

場

合

に

限

る

。

）

、

専

ら

再

生

利

用

の

目

的

と

な

る

一

般

廃

棄

物

の

み

の

処

分

を

業

と

し

て

行

う

者

そ

の

他

環

境

省

令

で

定

め

る

者

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

７

～

（

略

）

16

（

変

更

の

許

可

等

）

第

七

条

の

二

一

般

廃

棄

物

収

集

運

搬

業

者

又

は

一

般

廃

棄

物

処

分

業

者

は

、

そ

の

一

般

廃

棄

物

の

収

集

若

し

く

は

運

搬

又

は

処

分

の

事

業

の

範

囲

を

変

更

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

市

町

村

長

の

許

可

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

そ

の

変

更

が

事

業

の

一

部

の

廃

止

で

あ

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

２

～

４

（

略

）

（

一

般

廃

棄

物

処

理

施

設

の

許

可

）

第

八

条

一

般

廃

棄

物

処

理

施

設

（

ご

み

処

理

施

設

で

政

令

で

定

め

る

も

の

（

以

下

単

に

「

ご

み

処

理

施

設

」

と

い

う

。

）

、

し

尿

処

理

施

設

（

浄

化

槽

法

第

二

条

第

一

号

に

規

定

す

る

浄

化

槽

を

除

く

。

以

下

同

じ

。

）

及

び

一

般

廃

棄

物

の

最

終

処

分

場

で

政

令

で

定

め

る

も

の

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

を

設

置

し

よ

う

と

す

る

者

（

第

六

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

一

般

廃

棄

物

を

処

分

す

る

た

め

に

一

般

廃

棄

物

処

理

施

設

を

設

置

し

よ

う

と

す

る

市

町

村

を

除

く

。

）

は

、

当

該

一

般

廃

棄

物

処

理

施

設

を

設

置

し

よ

う

と

す

る

地

を

管

轄

す

る

都

道

府

県

知

事

の

許

可

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
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２

～

６

（

略

）

（

変

更

の

許

可

等

）

第

九

条

第

八

条

第

一

項

の

許

可

を

受

け

た

者

は

、

当

該

許

可

に

係

る

同

条

第

二

項

第

四

号

か

ら

第

七

号

ま

で

に

掲

げ

る

事

項

の

変

更

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

環

境

省

令

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

都

道

府

県

知

事

の

許

可

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

そ

の

変

更

が

環

境

省

令

で

定

め

る

軽

微

な

変

更

で

あ

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

２

～

６

（

略

）

（

産

業

廃

棄

物

処

理

業

）

第

十

四

条

産

業

廃

棄

物

（

特

別

管

理

産

業

廃

棄

物

を

除

く

。

以

下

こ

の

条

か

ら

第

十

四

条

の

三

の

三

ま

で

、

第

十

五

条

の

四

の

二

、

第

十

五

条

の

四

の

三

第

三

項

及

び

第

十

五

条

の

四

の

四

第

三

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

収

集

又

は

運

搬

を

業

と

し

て

行

お

う

と

す

る

者

は

、

当

該

業

を

行

お

う

と

す

る

区

域

（

運

搬

の

み

を

業

と

し

て

行

う

場

合

に

あ

つ

て

は

、

産

業

廃

棄

物

の

積

卸

し

を

行

う

区

域

に

限

る

。

）

を

管

轄

す

る

都

道

府

県

知

事

の

許

可

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

事

業

者

（

自

ら

そ

の

産

業

廃

棄

物

を

運

搬

す

る

場

合

に

限

る

。

）

、

専

ら

再

生

利

用

の

目

的

と

な

る

産

業

廃

棄

物

の

み

の

収

集

又

は

運

搬

を

業

と

し

て

行

う

者

そ

の

他

環

境

省

令

で

定

め

る

者

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

２

～

５

（

略

）

６

産

業

廃

棄

物

の

処

分

を

業

と

し

て

行

お

う

と

す

る

者

は

、

当

該

業

を

行

お

う

と

す

る

区

域

を

管

轄

す

る

都

道

府

県

知

事

の

許

可

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

事

業

者

（

自

ら

そ

の

産

業

廃

棄

物

を

処

分

す

る

場

合

に

限

る

。

）

、

専

ら

再

生

利

用

の

目

的

と

な

る

産

業

廃

棄

物

の

み

の

処

分

を

業

と

し

て

行

う

者

そ

の

他

環

境

省

令

で

定

め

る

者

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。
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７

～

（

略

）

15

（

産

業

廃

棄

物

処

理

施

設

）

第

十

五

条

産

業

廃

棄

物

処

理

施

設

（

廃

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク

類

処

理

施

設

、

産

業

廃

棄

物

の

最

終

処

分

場

そ

の

他

の

産

業

廃

棄

物

の

処

理

施

設

で

政

令

で

定

め

る

も

の

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

を

設

置

し

よ

う

と

す

る

者

は

、

当

該

産

業

廃

棄

物

処

理

施

設

を

設

置

し

よ

う

と

す

る

地

を

管

轄

す

る

都

道

府

県

知

事

の

許

可

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

～

６

（

略

）

（

経

過

措

置

）

第

二

十

四

条

の

六

こ

の

法

律

の

規

定

に

基

づ

き

、

命

令

を

制

定

し

、

又

は

改

廃

す

る

場

合

に

お

い

て

は

、

そ

の

命

令

で

、

そ

の

制

定

又

は

改

廃

に

伴

い

合

理

的

に

必

要

と

判

断

さ

れ

る

範

囲

内

に

お

い

て

、

所

要

の

経

過

措

置

（

罰

則

に

関

す

る

経

過

措

置

を

含

む

。

）

を

定

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

◎

廃

棄

物

の

処

理

及

び

清

掃

に

関

す

る

法

律

施

行

令

（

昭

和

四

十

六

年

政

令

第

三

百

号

）

（

抄

）

（

産

業

廃

棄

物

）

第

二

条

法

第

二

条

第

四

項

第

一

号

の

政

令

で

定

め

る

廃

棄

物

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

一

（

略

）

二

木

く

ず

（

建

設

業

に

係

る

も

の

（

工

作

物

の

新

築

、

改

築

又

は

除

去

に

伴

つ

て

生

じ

た

も

の

に

限

る

。

）

、

木

材

又

は
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木

製

品

の

製

造

業

（

家

具

の

製

造

業

を

含

む

。

）

、

パ

ル

プ

製

造

業

及

び

輸

入

木

材

の

卸

売

業

に

係

る

も

の

並

び

に

ポ

リ

塩

化

ビ

フ

ェ

ニ

ル

が

染

み

込

ん

だ

も

の

に

限

る

。

）

三

～

十

三

（

略

）


